
（別紙３）

1 1-(2)-245 205592-53-6
（±）－１，１’－（エチレン）ビス（１，２，３，３ａ，７ａ－η－１Ｈ
－インデニル）ジフェノキシジルコニウム（ＩＶ）

（除外する理由）
　上記の物質は平成24年12月11日基発1211第４号「変異原性が認められた既存化学物質の取扱いについ
て」において強度の変異原性が認められた既存化学物質としていたが、今般、事業者から新たな試験結果
が提出され、専門家が評価した結果、当該物質の変異原性はないとの意見が得られたので、除外する。

（※）
　当初行われた変異原性試験に用いた溶媒であるジメチルスルホキシドと上記物質が反応し、強度の変異
原性が認められる物質に変化することが判明した。新たな変異原性試験には、上記物質と反応しないエチ
レングリコールジメチルエーテルを溶媒として試験を実施し、変異原性がないことが確認された。
　なお、上記物質自体には変異原性はないが、ジメチルスルホキシドと反応して強度の変異原性が認めら
れる物質に変化することから、取り扱いには注意する必要がある。
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